
 

実施 

期間 

定期貯金 

対 象 者 

対 象 貯 金 

預 入 金 額 

預 入 期 間 

預 入 方 法 

個人の組合員の方 

(組合員家族含む） 

お一人さま: 

新規で 20 万円以上 

1,000 万円未満 

（１円単位） 

１年 

窓口による預入 

 

定期貯金適用条件 

■個人の組合員（家族含む）に限ります。（新たに組合員に加入申込された方も対象となります。） 

■お利息は 20.315％(国税 15.315％・地方税 5％)の分離課税となります。 

■中途解約をされた場合、当ＪＡ所定の中途解約利率が適用されます。 

■自動継続の場合には、満期日以降は自動継続時の店頭表示金利が適用されます。 

■インターネットバンク・ＡＴＭでのお手続きは対象外となります。 

スーパー定期貯金 

店頭表示金利に 

お申込み・お問い合わせは「ＪＡ高岡」窓口へ 

http://www.ja.takaoka.or.jp 

％ 
上乗せ 

(新規預入または定期貯金の

満期金額に 20万円以上の増

額に限ります。） 


